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・静岡県総合計画におけるＫＰＩ（成果指標）
　静岡県総合計画にも掲載した各指標について、総合計画の評価方法に準じて進捗状況を評価

記号 定義

◎ 順調に進捗しており、2025年度末に計画策定当初の想定を上回る成果が期待できる

○ おおむね順調に進捗しており、2025年度末に当初想定並みの成果が期待できる

△ 進捗が芳しくなく、相応の努力をしないと2025年度末に当初想定した成果を得ることは難しい

× 進捗が著しく遅れている、又は取組に着手できていない

○ 年度評価の方法

3

区分 定義

目標値以上 「現状値」が「目標値」以上のもの

Ａ 「現状値」が「期待値」の推移の＋30％超え～「目標値」未満のもの

Ｂ 「現状値」が「期待値」の推移の±30％の範囲内のもの

Ｃ 「現状値」が「期待値」の推移の－30％未満～「基準値」超えのもの

基準値以下 「現状値」が「基準値」以下のもの

・個別施策のＫＰＩ（活動指標）
　ＫＰＩ（活動指標）の現状値（※）を踏まえ、施策ごとに以下の記号を用いて進捗状況を定性評価
　（※ＫＰＩ（活動指標）の現状値については、総合計画の評価方法に準じて定量評価も実施）

・全体
　上記の進捗状況を踏まえて総合的に評価
　（専門家（デジタル戦略顧問団）からの意見聴取等を経て取りまとめ）



○ 静岡県総合計画におけるＫＰＩ（成果指標）の状況（2022年度）

・静岡県総合計画におけるＫＰＩ（成果指標）

成果指標 目標値以上 Ａ Ｂ Ｃ 基準値以下

デジタル化により業務の効率化が進んだ行政手続の割合 ◆

情報システムの標準化・共通化が完了した市町数 ◆

オープンデータカタログサイト公開データの利用件数 ◆

ＩＣＴ人材を確保している企業の割合 ◆

授業中にＩＣＴを活用して習熟度別学習や協働学習
など専門的な指導ができる教員の割合

◆

4

成果指標
2020

(基準値)
2022

［評価］
2023 2024 2025

(目標値)

情報システムの標準化・共通化が完了した市町数
－ ０市町

［基準値以下］
35市町

オープンデータカタログサイト公開データの利用件数
11,295千件 15,144千件

［Ｃ］
43,800千件

　※評価が「Ｃ」又は「基準値以下」のもの

※

※



○ 個別施策のＫＰＩ（活動指標）の状況（2022年度）

・個別施策のＫＰＩ（活動指標）

政策の柱等 ◎ 〇 △ × 計

①デジタル化の推進に必要なデバイド対策の実施 ２件 １件 ３件

②超スマート社会の実現に向けた環境整備 ２件 ３件 ５件

③デジタル技術の実装の促進 10件 １件 11件

④新しい生活様式への対応 １件 ２件 ３件 ６件

⑤データの分析・利活用の推進 ３件 ３件 １件 ７件

施策を支える人材・基盤の強化 １件 ３件 ４件

計 ９件 22件 ５件 36件
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　※評価が「△」のもの

※

※

部局 施策
ＫＰＩ（活動指標）

[基準値(2021)→目標値(2025)]
現状値(2022)
[定量評価]

2022年度の状況 評価 今後の対応

警察本部 治安維持に必要な情報
の解析業務の高度化

デジタル情報の解析を端緒とする刑法
犯検挙件数　[885件→1,000件]

760件
[●]

・専属部署の設置
・捜査用カメラ等の機器整備 △

・人材育成・体制の強化

知事直轄
組織

行政手続のオンライン
化の推進

行政手続のオンライン化対応済割合
[27.8％→80％]

36.3％
[●]

・電子申請システムへの電子納付機
　能追加、ＢＰＲモデル事業の実施 △

・妨げとなる要因の分析、
　個別支援の強化

経済産業
部

テレワークの導入支援 希望に応じてテレワークを利用できる
職場環境の整備に取り組んでいる中小
企業の割合　[16.3％→25.0％]

17.5％
［●］

・業種別セミナーの開催
・企業内でテレワーク導入を推進
　する体制づくりの支援

△
・導入及び定着に向けた
　フォローアップを行う専
　門家派遣の強化

経済産業部、
交通基盤部

デジタル技術を活用した地
籍調査や境界立会等の推進

リモセン技術を用いた地籍調査実施地
区数　[累計６地区→累計12地区]

累計６地区
［●］

・研修会の開催等による周知啓発
・調査マニュアルの周知 △

・技術の利便性等の周知・
　啓発活動を継続

経済産業
部

農林水産業のイノベー
ションの促進（農業）

スマート農業技術を導入している重点
支援経営体の割合　[14.9％→55.0％]

21.8％
［●］

・研究拠点における事業化支援

・農業高校等への技術実習の支援
△

・スマート農業技術の実装
　支援

※



○ 重点取組事項の状況（2022年度）

・デジタルデバイド対策
　地域の中でデジタルに関する身近な相談役となる「ふじのくにデジタルサポーター」の育成を開始
　学校等の様々な現場において、デジタル技術の安心・安全な利用方法の啓発等を実施

6

項目 主な取組状況

ふじのくにデジタルサポーター スマートフォンの基礎的な使い方等の講習会を開催し、約340人のサポーターを育成

市町等が行う取組への専門家派
遣

市町等が行うＩＣＴ等の利活用に関する取組に、デジタル技術の専門家を派遣（59回）

ＩＣＴを活用した学校教育 小中学校ネット安心・安全講座や、教職員研修等を実施

ＮＰＯ・シニア向けの普及啓発 ＮＰＯ向けＩＣＴ活用講座（８回）や、シニア向けネットサービス活用講座（312人参加）を実施

項目 主な取組状況

行政手続のオンライン化 電子申請システムへの電子納付機能の追加や、機能追加に伴うＢＰＲモデル事業等を実施

新しい働き方（スマートワーク） 電子決裁の推進や紙文書の電子データ化、モデルオフィスの整備等により、ペーパーレス化等を推進

情報システムの標準化・共通化 市町への個別研修会や、アドバイザーによる定期訪問等の支援を実施（６回）

・行政のデジタル化
　県庁において、行政手続のオンライン化や、スマートワークを推進
　市町における情報システムの標準化・共通化の推進を支援する体制を構築
　



○ 全体評価（2022年度）
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・全体
　計画期間の初年度において、「ふじのくにデジタルサポーター」の育成等の新たな取組の実施とともに、
　従来からの継続的な取組についても内容の充実化等が見られ、様々な分野で取組が進んだことは評価できる
　その一方で、進捗状況が芳しくない施策も見られるので、個別に原因を分析し、対策を強化すべき

項目 評価等

オープンデータの利活用促進 成功事例をいかに作るかが重要

県民や企業等のニーズを把握した上で、データをマッチングすべき

行政手続のオンライン化の推進 特に県庁において対策の強化が必要

申請者のメリットが大きい手続から集中的に取り組む等、県民と県庁職員双方の負担軽減を
主眼として取り組むべき

・重点取組事項
　デジタルデバイド対策：地域や学校等様々な現場において取組を展開し、一定の進捗が見られた
　行政のデジタル化：市町における情報システムの標準化・共通化を着実に進めるべく必要な支援を行った
　　　　　　　　　　県庁においては、電子決裁の推進等によりペーパーレス化が進んだ一方で、行政手続
　　　　　　　　　　のオンライン化については進捗状況が芳しくなかったため、対応が必要

・静岡県総合計画におけるＫＰＩ（成果指標）
　一定程度の進捗が見られたものの、2025年度の目標値達成のために、一部については対策の強化が必要

・個別施策のＫＰＩ（活動指標）
　おおむね順調に進捗したが、「政策の柱④：新しい生活様式への対応」は進捗状況が芳しくなかった

※専門家（デジタル戦略顧問団）からの意見聴取等を経て取りまとめ



・（現状）オープンデータカタログサイト公開データの利用件数 

区分 2021 2022 2023 2024 2025

目標（650万件/年） 17,800,000件 24,300,000件 30,800,000件 37,300,000件 43,800,000件

実績（見込） 17,237,302件 15,143,524件 16,224,719件 － －

対応方針 内容

魅力あるデータの充実 ・３次元点群データを、災害対策・観光だけでない様々な分野で活用
・ワークショップを通じ、地域の魅力をオープンデータとして作成  
・他団体（自治体・民間等）で公開しているデータとの連携 

カタログサイトの操作性向上 ・データの可視化等、見やすく、使いやすいサイトの改修に向けた
　企業・学校等との意見交換を実施

オープンデータの周知と
データ分析できる人材の育成

・オープンデータについて知ってもらった上で、カタログサイトの閲覧
　やデータの分析を行う企業・学校等のリーダー向け出前講座を開催

同時
進行で
やるべ
き取組

→ダウンロード全体が伸び悩んでいる中、交流・まちづくり分野の利用は進んでおり、今後データの充実が必要

・（課題）2021年度から2023年度までの利用増加件数ベスト５

区分 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

データセット名 雨量観測所 水位観測所 湖西市人口統計データ 静岡市中央卸売市場 伊豆市統計書都市　計画・環境

増加件数 92,854件 90,399件 66,780件 37,870件 28,081件

・（対応）対応方針と内容

8

○ 今後の対応強化策（オープンデータの利活用促進）



・優先手続（年間101件以上）のオンライン化の状況（2025年度末目標値：80％）

・対応方針

区分 2021 2022 2023※

優先手続数 611 647 626

うちオンライン化済
184

（27.8％）
235

（36.3％）
265

（42.3％）

うち未オンライン化
477

（72.2％）
412

（63.7％）
361

（57.7％）

未
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
状
況

オンライン化予定あり（2024年度中）  48

検討中・オンライン困難 313

理 

由
　
＊

国の関与(法改正等が必要)  45

受付窓口が外部(市町等)  55

本人確認必須(押印、署名等)  75

添付書類膨大(ｵﾝﾗｲﾝ化不向き)  40

使用料等の納付が必要  40

その他  86

区分 内容

各種ツール等の
活用促進

・事務手数料等の電子納付の利用拡大
　→2023年度に財務会計システムの改修及び実証を実施。今後、庁内説明会等により利用所属を拡大

・電子申請システムの利用拡大
　→操作研修会を実施。システム上の様式作成や大容量ファイルへの対応等を技術的に支援

オンライン化に
向けた環境整備

・専用システム（国所管システム）等の導入によるオンライン化を支援
・財務会計システムにおける電子決裁の対象拡大等にあわせたオンライン化を支援
　(現行：自振口資金前渡、調定関係等 ⇒　順次対象拡大 )

その他個別支援 ・所属へのヒアリングによる課題抽出及び対応の検討
　→課題解決に向けた技術的な支援や先行事例の共有等により、オンライン化を推進

（※2023実績：2024.3.31時点の見込値）

（＊理由については複数回答のため、合計が一致しない）

9

○ 今後の対応強化策（行政手続のオンライン化の推進）



３次元点群データを活用した取組     令和５年度

＜関係部局等＞

・全庁で活用（イベント、タウンミー 

 ティング、出前講座等）

＜見込まれる成果／今後の展望＞

・新たな交流の創出

・若年層の県政への関心度向上

メタバースを活用した広聴広報業務        【予算額11,000千円】

 ３次元点群データを活用し、静岡県
の魅力発信とともに、誰でも参加可能
な交流や意見交換を行う仮想空間
「Metaverse SHIZUOKA」を構築。
主に若年層を対象とした県政への積極
的参加を図る。

（取組内容）
・静岡県全体を一望できる「空中エントラ
 ンス」や県内４エリアに「広報ルーム」
 を設置し、県の主要事業や県政情報を県
 内外に発信
・富士山山頂に「広聴ルーム」を設置し、
 タウンミーティング、出前講座等を実施

1



（ポイント）
 ・iPhoneを使用し簡単に点群化
 ・最小範囲のデータ取得により低コスト
 ・バーチャルシズオカとの同時展開
 ・SDO内で仮想空間を展開
 ・地下空間の可視化
＜関係部局等＞
  ・交通基盤部   ・各占用事業者

  ・ダクタイル鉄管協会ほか

＜見込まれる成果／今後の展望＞

    ・水道、下水道、ガス等の占用事業者への水平展開

    ・静岡県及び国土交通省のプラットフォームとの連携

管路台帳の３次元モデル化       【企業局R6予算:3,200千円】
 
 埋設管等の管理を３次元点群データを３Dモデリング化！　
　　・　維持管理の効率化
　　・　埋設管路破損事故の防止
　　・　防災への利活用

他自治体との相互利用・防災への利活用

地下埋設施設の可視化

管路３Ｄモデリング

水道

下水道

通信

ガス

地下埋設点群データ

地上点群データ

３次元点群データを活用した取組   令和４～６年度

2



＜取組内容＞

　 可視化したデータにより捕獲戦略を策定

し、集中的にわなを設置する。

３次元点群データを活用した取組　　　　　　　　令和６年度

＜関係部局等＞

・田方猟友会伊豆の国分会及び熱海分会

・伊豆の国市、熱海市

 急峻な地形等により、地元猟友会でも　

踏査が困難な現場において、

　①安全な捕獲現場へのルート

　②わなを集中的に設置できる区域

　を絞り込むことが可能。

ニホンジカの戦略的捕獲 

 ニホンジカの生息密度が高く、捕獲が進んでいない区域において、

定期調査データ（生息密度、管理捕獲分布図）と３次元点群データを
組み合わせ、捕獲区域を可視化し、捕獲強化を図る。

生息密度分布図 管理捕獲分布図 ３次元点群データ

斜度、植生、道等を

考慮し、わな猟に適し

た場所の選定を行い、

捕獲戦略を策定

青：捕獲空白区域
赤：捕獲可能区域

＜可視化のイメージ＞
＜見込まれる成果／今後の展望＞

 【予算額３,０００千円】

3



（取組内容）
・マルチビームソナーによる藻場分布量調査
・潜水調査による海藻種の確認

３次元点群データを活用した取組     令和６年度

＜関係部局等＞
・伊豆半島沿海漁協
・水産・海洋技術研究所

＜見込まれる成果／今後の展望＞
・Ｊブルークレジットの認証
・Ｊブルークレジット制度の利用に必須となる
「ベースライン」策定に係る情報の獲得

伊豆半島沿岸域の藻場モニタリング手法の実用化
 藻場保全活動を持続するため、クレ
ジット制度を活用し、Ｊブルークレジッ
トの認証を受ける上で、藻場の分布量の
把握が必要となる。
 伊豆半島沿岸域のデータを取得・解析
し、複数種で構成される藻場で、主な海
藻の種類ごとの分布量をモニタリングす
る手法の実用化を目指す。

海藻の反応
を検出し、
藻場の分布
状況を調べ
る

① ３次元点群データの取得

船上からマルチビーム
ソナーを照射する

② 取得したデータの解析

③ 潜水調査で海藻種を確認

データ取得海域の海藻
を調べ、海藻の反応と
種類を比較・検証する
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（取組内容）
・他分野のシミュレーター機器等に３次元点
 群データで再現した本県の森林地形を実装
・既存の機器を活用した林業機械の操作体験

シミュレーションを開発・実装
・実装したシミュレーターのデモンストレー

ションとして、イベントや展示会に出展

３次元点群データを活用した取組   令和６〜８年度

＜関係部局等＞
 シミュレーター等の機器開発メーカー
 経済産業部 森林・林業局

＜⾒込まれる成果／今後の展望＞
 ・林業就業者数の増加（特に若年層）
 ・「林業」のイメージアップ
→ ゲーム感覚の体験として幅広く展開

ゲーム感覚でリアルに林業機械を体験できる機器の実証
子どもたちの職業の選択肢に「林業」を
加えてもらうため、３次元点群データを
活用した仮想森林空間で、ゲーム感覚で
リアリティの高い林業機械の操作を体験
できる機器の実証に取り組む

ゲーム感覚のシミュレーターのイメージ

技能実習用の林業機械のシミュレーター
※北海道⽴北の森づくり専⾨学院「北森
 カレッジ通信OGARU第6号(2022(令和
 4)年3⽉発⾏)」2024年3⽉4⽇閲覧



00208997
タイプライターテキスト
5-2



（取組内容）

・土木コンサルを中心とした企業集団 

 に委託し、点群データ活用について 

 高校生への指導・支援を依頼

・工業科目「課題研究」や「総合的な 

 探究の時間」で探究的な学びを実践

・産学官連携や大学連携も活用

・最終的に避難経路VRなどを作成（予定）

３次元点群データを活用した取組     令和６年度

＜関係部局等＞

・島田工業高校、ふじのくに国際高校

・県交通基盤部、静岡大学、島田市など

＜見込まれる成果／今後の展望＞

①地域課題への貢献 → 自己肯定感の向上

②生徒のデータサイエンス処理能力向上

 点群データを活用したデータサイエンス教育
 大井川をはさんだ県立高校２校で、点群データを活用した大井川の土砂災
害のシミュレーションを実施し、地域課題への貢献及びデータサイエンス処
理能力の向上を目指す。
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概要
・県土の活力・交流を支える社会インフラは今後、大更新時代を迎
 えることから、老朽化対策をさらに加速させることが必要。
・加えて、少子高齢化に伴う担い手不足が深刻化していることから、
 効率的な取組を進めていく必要がある。
  活力・交流を支える基本施設である「道路」に着目し、
  デジタル技術を駆使し、効率的な維持管理手法を確立
。

 　　　　　　インフラメンテナンスデジタル活用推進事業　～活力・交流を支えるインフラ機能の確保～　

インフラデータ
プラットフォーム

Ｒ６～：デジタル技術活用による効率的なデータ取得

・車載型のＭＭＳ※等を活用し、道路施設の３次元データ等を取得する。
・民間事業者等の多様な主体との連携により、効率的な取組を実施する。

県が主体となるインフラのエリアマネジメントの推進

VIRTUAL SHIZUOKAを活用した

データ利活用の促進と市町への展開
取組の展開

点検データ

公用車による県道でのデータ取得・検証

市町との連携による市町道のデータ取得

・さらに、宅配やガス事業者等の車両にＭＭＳ
 等を搭載し、行政以外の車両により、データ
 を取得

多様な主体との連携によるデータ取得

・公用車（パトロール車等）に搭載したＭＭＳ
 等により、データを取得し、異常箇所抽出の 
 ための精度や、他車両への適応性を検証

県・市町道のデータを最新技術により効率的に取得

・道路（舗装）の
 点検データ取得
・異常箇所の情報共有

・データ解析による
 異常箇所の抽出

手法

・データ解析による
 補修計画等の立案
 （ＡＩ解析）

データから異常箇所を検知

補修計画立案

・県・市町の連携による
 一体となったインフラ
 の管理

※ＭＭＳ：モービルマッピングシステム

取得する３次元データのイメージ

全国初

県道

市町道

県市町道の包括管理に活用

R6～

・市町の公用車にＭＭＳ等を搭載することによ
 り、市町道を含めて、網羅的に道路の最新
 データを取得

STAGE 2

STAGE 3

& more

VIRTUAL 
SHIZUOKA活用

データを   解析

異常箇所の情報共有システム

中長期的な取組

・下田市を起点として賀茂地域へ、そして全県への展開

下田から全県へ展開

県道

市町道

データ取得のイメージ

下田市から始まる、日本の自治体が抱える課題解決への挑戦

補修工法選定

Ａ工法

Ｂ工法
Ａ工法が最適！

ＡＩ

ノウハウ※現在、下田市内における
 県道、市道の包括管理を 
 実施中(令和５～６年度)

STAGE 1

STEP
<市町連携>

JUMP
<民間連携>

HOP
<県管理>

スピーディーに
補修を実施

補修業者

異常箇所情報を
自動送付

プラットフォームによる
データの一元管理

►蓄積したデータを基に
  ＡＩ解析を実施
►最適な工法選定や
  補修計画を立案

パトロール
結果

システム

ここを
直すと良いでしょう

やりましょう！
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事業名：　　　次世代エアモビリティ導入促進事業

１現状・課題
 ○空飛ぶクルマは近未来技術の象徴
 ○大阪万博(2025年)以降に商用運航が開始

 ○次世代エアモビリティ導入に向けた
  地域間競争が激化 200兆円の市場規模

３次元点群データの活用や航空サービス業界トップ企業との連携により、
次世代エアモビリティ分野における全国的な｢先進導入地域」を目指す

最新技術が体感できる・新たな産業が創出される地域
 →近未来技術による魅力ある地域づくり・選ばれる地域へ

２対応
  (1) ロードマップ策定（R6）
 ・推進体制の設置・運営（全庁体制の構築）
 ・様々な目的や分野における活用可能性の検討 
  (2) ロードマップに基づく取組（R7～）
 ・仮想空間上のフライトシミュレーションの実施
  （航路や離着陸場の可能性調査）
 ・現実空間での実証試験の実施 ほか
  (3) 普及啓発（R6～）
 ・モデルエリアにおける導入イメージの作成 
 ・航空実機を用いたデモンストレーションの実施 ほか 

コリドー(航路)のシミュレーション

垂直離着陸場のイメージ

朝日航洋との連携協定
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事業名：仮想空間デジタルクリエイト分野の人づくり・仕事づくり事業

１現状・課題
 ○新たなビジネス領域である仮想空間ビジネス市場の急伸
  （2021年約400億ドル→2030年約6,800億ドル）
 ○新たなビジネス領域であり人材・指導者とも不足
 ○一方で３次元点群データや全国に先駆けてゲームクリエイト
  科を設置した教育機関などの資源は本県の強み

仮想空間ビジネス市場規模（情報通信白書）

本県の資源（３次元点群データ、教育機関等）を活かした
「新たな人づくりや仕事づくり」に挑戦 

２対応
 (1) 仮想空間デジタルクリエイターの育成
   県内教育機関への寄附講座の開設
   （優秀な指導者人材の招聘による人材育成）

 (2) 指導者人材を核としたコミュニティの形成
   学生（第二新卒を含む）と県内企業等との交流・共創の場の開設

 (3) デジタル関連企業の誘致
   補助金を活かしたデジタル関連企業の誘致（政策推進局と連携）

高度な専門人材の教育環境、関連企業やコミュニティの充実
 →高度なデジタル人材が活躍する地域づくり・選ばれる地域へ

全国に先駆けてゲームクリエイト科
を開設した専門学校

高度デジタル人材の育成
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今後の取組

生成ＡＩの利用について

これまでの取組 (令和５年度)

６月　生成ＡＩ利用ガイドライン策定
　・利用する生成ＡＩはChatGPTのみ
　・情報資産の安全利用を図るため入力を制限
　・出力結果を適正に活用するよう確認

９月　生成ＡＩ利用ガイドライン改定
　・利用する生成ＡＩを追加
　　（SOD端末で利用可能なサービス）

(主な課題)
　×SDO端末で利用できない
　　(インターネット環境が必要)
　×事前の登録が必要
　×情報漏えいに不安がある

(主な課題)
　×想定した結果が得られない
　×県行政特有の情報が得られない

～３月末　生成ＡＩへの命令文例集
　・想定する結果を得るために必要な情報を含む
　　命令文例を作成
　・具体的な場面に対応した文例集を公開

(期待する効果)
　・出力結果の品質向上
　・命令の工夫や繰り返しの負担軽減

令和６年度　本県独自のカスタマイズ
　・県の規程等を学習させた生成ＡＩの提供
　　（当面は分野を限定して試行）

(期待する効果)
　・業務における利用の拡大
　・庁内の問合せ対応の負担軽減

職員の利用環境整備、技術向上を支援し、生成ＡＩの利用による業務効率化を図る



業務のペーパーレス化に向けた取組

　１ 申請事務等のペーパーレス化 　２ 所属内協議のペーパーレス化

　３ 会議のペーパーレス化 　４ 既存文書のペーパーレス化

1



✦ 紙ベースの業務フロー

■紙収受

■電子収受

■紙決裁

■電子決裁

■紙施行 ■紙保存

■電子保存

■紙廃棄

■電子廃棄

✦ 電子ベースの業務フロー

■電子収受 ■電子決裁 ■電子施行 ■電子保存 ■電子廃棄

■紙収受→電子化 ■紙決裁 ■紙施行 ■紙保存 ■紙廃棄
必要な場合
に限定

AI-OCRの活用

統合ファイル
サーバの活用

SDO電子決裁DB

電子納付 関連資料のDB化

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽﾗﾎﾞ

PDF原本扱い

ｾｷｭｱﾌｧｲﾙ交換

○ 原則“電子”ベースの業務フローへの転換を図るため、新たなデジタル技術の活用や
　ルール（規則、通知等）の整備が必要

電子申請ｻｰﾋﾞｽ

必要な場合
に限定

必要な場合
に限定

立会人型電子契約

財務会計ｼｽﾃﾑ改修 標準的な管理
方法の整備

（歴史的公文書の保存）

（歴史的公文書の保存）

（歴史的公文書の保存）

業務の執行管理、収受データの施行文への流用

2

紙ベースから電子ベースの業務フローへの転換

R5.10～ R5.10～

Ｒ5.4～公印は「原則押印」から「押印が必要なものを限定」

R5.10～R5.1～電子申請の
　事務手数料に対応

収受文書原則PDF化R5.10～



電子申請・電子決裁の状況

3

【電子申請の状況】 【電子決裁の状況】

①汎用電子申請システム利用件数

②汎用電子申請システムを利用可能な手続数

電子決裁率（％）（財務会計書類を除く）

　　　　　　　　　※R5は１月末現在
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※財務会計システムは、R5.10月から

　一部の業務で電子決裁を開始
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本庁における印刷量の推移（R3→R５）

本庁のプリンタ印刷量（各年４-１月平均）（万枚/日）
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約27m

R3 約26m
R4 約22m
R5 約19m

R3.4-R4.1：約26万枚＝紙を積み重ねて高さ約26m
R4.4-R5.1：約22万枚   ＝ 同  約22m
R5.4-R6.1：約19万枚＝    同  約19m
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○ プリンタの印刷枚数は R3-R4で比較して15％減少（▲4.1万枚/日､年間▲964万枚）

１日当たり印刷枚数（本庁）
万枚/日

22.2万枚/日

R4年平均

※ R5年平均はR6.1までの実績。
※ 26日以降の実績は、翌月分に含まれる。
※ 用度課を通じて公金振替を行う印刷実績に基づく。所属で個別に契約し支出しているプリンタの枚数は含まない。

▲4.1万
（▲15.6％）

R3年平均

26.3万枚/日

本庁における印刷量の推移（R3→R5）

R5年平均

18.6万枚/日

○ プリンタの印刷枚数は R3-R5で比較して29％減少（▲7.4万枚/日　※１月末現在）

▲3.6万
（▲16.2％）
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各所属で常用的に
使用している
紙文書等
(マニュアル等)

文書のスキャニングと
ともにデータを分類

フォルダに整理

各所属
ペーパーレス ラボ

各所属

・テレワーク時(在宅勤務、
　モバイルワーク等)でも
　データにアクセス可能
・元文書を引継ぎ又は廃棄
　することで文書量を削減

既存文書のペーパーレス化の状況

【ペーパーレスラボの実績】

【Ｒ３】スキャナ１台　　　　　【実績】約 33万枚
【Ｒ４】スキャナ２台に拡充　　【実績】約136万枚
【Ｒ５】スキャナ２台　　　　　【実績】約168万枚(1月末現在）

※紙文書の量に応じ、所属の複合機も活用
※不要な文書は、データ化せずに廃棄

○ Ｒ４～８年度（５年間）で本庁知事部局の保管文書（約２億枚）の50％削減を目指し、

　 Ｒ５年度から各年度のペーパーストックレスの重点部局を定め、保管文書削減を実施中
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「行政の生産性の向上」を目指して

　- いつでも、どこにいても 必要なものやサービスが受けられる【ふじのくにＤＸ推進計画】
　- 手続の簡素化、迅速化、ワンストップサービスの実現

　- デジタル技術の活用による業務・コストの削減（自動処理、データ利活用 等）
　- コミュニケーション、意思決定の迅速化（WEB会議、電子決裁 等）
　- 系統的な処理によるヒューマンエラーの削減（RPA、AI-OCR 等）

県民の利便性の向上

　- 職員の能力の最大限の発揮（職員が場所や時間を問わず業務ができる環境の拡大 等）
　- 災害時、感染症拡大時においても継続可能な業務体制の確保（リスクマネジメント）
　- 社会のＤＸ化に対応した適応力ある職場の実現

県行政の効率化

新たな働き方の実現

人口減少社会においても持続可能な行政の実現
（作業からの解放と創造的業務へのシフト）

行政の生産性の向上

業務見直し・効率化
デジタルツールを
活用した業務改善

働き方の多様化
テレワークの推進

スマートオフィス整備

⇒ デジタル技術を最大限活用して「生産性の向上」を進めるため、
　 これまでの『原則“紙”ベース』の業務から、『原則“電子”ベース』の業務への転換を図る。

✦ 「生産性向上」に向けた視点

県民の利便性の向上
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（デジタル戦略局電子県庁課）

１ 最近の情報セキュリティインシデント発生事案の特徴

セキュリティインシデント発生状況（令和５年度 12 件、令和４年度 13 件）

情報セキュリティインシデント及びその対策

ア 委託先等のミスによるものが増加傾向
R5：6 件

R4：5 件

イ メールの誤送信など職員のミスによるものが引き続き発生
R5：5 件

R4：7 件

ウ 外部サーバで運営するウェブサイトがサイバー攻撃を受ける事例が発生
R5：1 件

R4：1 件※ 県運営のウェブサイトを閉鎖した後に、ＵＲＬが第三者に転用される例が報

告されていることから注意が必要（厳密にはインシデント非該当）

種別 年月日 所属名 内 容 区 分

(令和５年度)

メール
R6.2.9

発覚

経済産業部

中遠農林事務所

事業者へ鑑定結果の回答をする際、誤って別の事業者にメール

を送信した。
イ

メール
R5.12.22

発覚

経済産業部

エネルギー政策課

委託事業者が、研修会の参加予定者に対して開催通知を送信す

る際、個人情報を含む出席者リストを添付した。
ア

ランサム

ウェア

R5.12.15

発覚

経済産業部

新産業集積課

委託事業者が管理するデータが、第三者による不正アクセスに

よる被害を受け、個人情報が流出した。
ア

メール
R5.12.５

発覚

経済産業部

新産業集積課

委託事業者が、事業に参加するモニターに対し、別モニターの

個人情報が閲覧できるメールを送信した。
ア

メール
R5.11.28

発覚

経済産業部

お茶振興課

委託業者が、研修会の参加予定者に電子メールで資料送付を行

う際、（bcc）で送信すべきところを、誤って全ての受信者のメ

ールアドレスが表示される方法（To）で送信した。

ア

メール
R5.11.17

発覚

交通基盤部

道路企画課

ロゴマークの一般公募に際し、応募者に対し、メールにて再送

付を依頼した際に、様式ファイルと誤って他者の申込ファイル

を送信した。

イ

メール
R5.8.5

発覚

経済産業部

産業イノベー

ション推進課

イベント受託業者がイベントに出展した企業に対してメール送

信する際、（bcc）で送信すべきところを、誤って全ての受信者

のメールアドレスが表示される方式（cc）で送信した。

ア

誤掲載
R5.7.28

発覚

くらし・環境部

県民生活課

内閣府ポータルサイト上で公表しているＮＰＯ法人の事業報告

書中、個人情報である役員及び社員の住所を非公表（黒塗り）

とするところを黒塗りせず掲載した。

イ

Web サイ

ト等の改

ざん

R5.6.29

発覚

経済産業部農

地保全課

「しずおか農山村サポーター」のメールマガジンを配信するシ

ステムに、不正ログインが行われ、ID 及びパスワードが変更

されたうえ、個人会員の登録情報を一括出力された。

ウ

メール
R5.6.14

発覚

スポーツ・文

化観光部富士

山世界遺産課

主催イベントについてメールで連絡する際に、誤って本文中に

参加者全員のメールアドレスを記載したまま一斉送信した。
イ
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誤掲載
R5.6.5

発覚

スポーツ・文

化観光部

文化政策課

イベントの講座参加者の募集の申込先メールアドレスの掲載

（広報誌・HP）に誤りがあり、誤ったメールアドレスに申し込

んだ方の個人情報が漏えいした

ア

誤掲載
R5.5.8

発覚

健康福祉部

障害福祉課

身体障害者手帳番号と個人番号の紐付ける際、重複データを削

除せずに登録を行う等により、別人の情報が紐付けされた。
イ

(令和４年度)

Web サイ

ト等の改

ざん

R4.12.16

発覚

経済産業部

農業ビジネス課

ホームページ作成ツールの脆弱性を突いて外部から不正アクセ

スを受け、ファイルの改竄や不正ファイルの設置がされた。
ウ

ツール

誤用

R5.1.18

発覚

経済産業部

産業イノベー

ション推進課

委託業者が、連絡ツールの slack で受講者を受講者専用のチャ

ンネルに追加する際、誤って事務局専用のチャンネルにも追加

し、講座受講者の個人情報が閲覧できる状態になった。

ア

システム

障害

R4.11.28

発覚

経済産業部経

営支援課

補助金のオンライン申請の受付にあたり、他社の申請情報が表

示される不具合が判明し、申請受付を即時中断した。
ア

メール
R4.11.11

発覚
吉原林間学園

職員が、自宅パソコンに、個人情報を含むデータを添付して送

信。その際、誤操作により、県内市町あてにも送信した。
イ

メール
R4.9.13

発覚

経済産業部

お茶振興課

協議会の会員に電子メールを一斉送信した際、誤ってメール本

文中に送信先のメールアドレスを記載して送信た。
イ

メール
R4.9.12

発覚

経済産業部

マーケティング課

委託事業者がイベント参加予定者に電子メールで事務連絡を行

う際、（bcc）で送信すべきところを、（To、cc）で送信した。
ア

メール
R4.8.30

発覚

経済産業部

産業イノベー

ション推進課

委託業者が受講者に事務連絡を行う際、誤って全ての受信者の

メールアドレスが表示される方式（To）で送信してしまった。
ア

メール
R4.7.11

発覚

志太榛原

農林事務所

事業者からの申請書を市担当者へ確認依頼のためメール送信し

た際、入力ミスで、関係ない市町を含むグループメールを指定

してしまったことに気がつかず送信した。

イ

マルウェ

ア

R4.6.6

発覚

デジタル戦略局

デジタル戦略課

委託先で使用しているＰＣがマルウェア（Emotet）に感染し、

当該ＰＣに保管していたメールデータが流出した。
ア

メール
R4.5.19

発覚

経済産業部

マーケティング課

県で実施している表彰実績のデータ提供の依頼に対し、不要な

他受賞者の個人情報を含む情報を送信した。
イ

誤送付
R4.4.26

発覚

健康福祉部

中部健康福祉

センター

証明書をパソコンで作成する際、別の患者の住所と錯誤した証

明書を作成して、誤った住所に特定記録郵便で発送した。
イ

メール
R4.4.15

発覚

健康福祉部

東部健康福祉

センター

宿泊療養施設に入所する予定の罹患患者の個人情報を当該施設

にメール送信する際、誤って県内の小学校へ送信した。
イ

メール
R4.4.8

発覚

健康福祉部

中部健康福祉

センター

関係機関に管内の発生状況を定期的に情報提供するため、表計

算ソフトファイルをメール送信する際、誤ってファイル内の別

シートに個人情報が残ったままで送信した。

イ
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２ 委託事業者選定の考え方について

委託事業者選定の考え方について（案）

１ 概要

委託事業者における社員のミスやシステム管理管理体制の不備等により、県の情報資産が漏

えいするなどのインシデント事例が多く発生している。こうした事例を減らすために、適切な

委託事業者の考え方を全庁に周知する。

２ 周知内容

情報資産の重要度に応じ業者選定の際に確認すべき事項と対応する国際規格等

３ 今回示す国際規格等

業者選定にあたり確認すべき事項 該当する国際規格等

情報セキュリティへの取組（情報セキュリティ

マネジメントシステム(ISMS)）
ISO/IEC27001

サービスの品質管理への取組（品質マネジメン

トシステム）
ISO9001

個人情報の取扱への取組 プライバシーマーク認定

クラウドサービスのセキュリティ水準
ISMAP（日本の政府情報システムのためのセ

キュリティ評価制度）

3



３ 所属独自で運営するウェブサイト等のドメイン使用状況について（R6.2.29 現在）

・県公式ドメイン(pref.shizuoka.jp)を利用していないウェブサイト等

【運営中】
82 件

・県公式ドメインを利用していないウェブサイト等

【閉鎖済み：Ｒ３年４月以降】
20 件

うち、ドメインが第三者に取得されているもの ５件

所属独自で運営するウェブサイトのセキュリティ対策等の徹底について

１ 情報セキュリティ対策

(1)ウェブサイトで取り扱う情報の限定

・ウェブサイトで取り扱う情報は規定を定めて限定する。

・個人情報及び非開示情報を取り扱う必要があるか十分検討する。

(2)適切な委託先又はサービス提供事業者の選定

・ウェブサイト管理・運営実績及びサイバー攻撃に対する知識を有しているかを十分検

討の上選定する。

・サービスの中断や終了時のデータの取り扱いが適切に行われることを確認する。

・国内法以外の法令が適用されるリスクが無いか確認する。

(3)適切なセキュリティ対策の実施

・ウェブサイトの管理・運営を委託する場合は、セキュリティ対策の実施の責務等を契

約内容に含める。

・緊急時の対処手順・連絡体制を構築する。

・重要なデータのバックアップ対策を実施する。

・アクセス制御（本人認証）を強化する。

・ソフトウェアはサポートのあるバージョンを用い、最新のセキュリティパッチを適用する。

・ウイルス対策ソフトは常に最新の状態で適用する。

・不正アクセスがあった場合に確認できるようアクセスログをとる。

２ その他

(1)ウェブサイト開設にあたっての注意点

・ウェブサイトの開設にあたっては、広聴広報課及び電子県庁課へ相談し県公式 HPとの

関係性やサブドメインの使用等について検討する。

・当該ウェブサイトが静岡県が運営するものであることを証明する情報を県公式HPへ掲

載する。

(2)ウェブサイト閉鎖時の注意点

・データの完全削除（委託の場合は書面等による削除結果の確認）を行う。

・不要となる URL の取り扱い（取得し続ける又は手放す等）を確認する。

・URL を手放す場合は、適切な移行期間を確保するほか県公式 HP 及び関連団体等の HP

から当該 URL へのリンクを削除するよう関係者に周知する。なお、PDF 文書内のリン

クも有効であるため注意すること。
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４ 令和５年度の情報セキュリティ監査、研修・訓練の状況

○情報セキュリティ研修・情報セキュリティインシデント対応訓練

研修・訓練名 対象者 実績･出席者 備考

情

報

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

研

修

ｅラーニング「学びばこ」 全職員 実施中 ※２月末時点：4,384 人

情報セキュリティ研修(初級) 受講を希望した職員 792 人
※管理職向け：310 人

一般向け ：482 人

情報セキュリティ研修(中級)

（情報セキュリティインシデ

ント対応訓練含む）

受講を希望した職員 61人

J-LIS 提供 e ラーニングによ

る情報セキュリティ研修
受講を希望した職員 2,447 人 延べ人数(２講座)

SDO 新規ユーザー研修 新規採用職員等 248 人

情報公開・個人情報保護事務研修会
個人情報保護事務担

当者
132 人 法務課

個人情報保護事務実地点検

（コンプライアンス推進月間での

自己点検を含む）

対象所属（全職員） －
法務課

(人事課)

情報セキュリティ通信の発行 全職員 10 回掲載 2月末時点

情報セキュリティ研修の強化実施
・健康福祉部職員

・経済産業部職員
実施中

インシデント等振返りミーティング
インシデント等発生

所属

9～11 月

実施

5



○情報セキュリティ内部監査

(1)書面による監査

(2) フォローアップ監査

項 目 名 内 容

監査テーマ 情報システムの管理に係るセキュリティ対策の実施状況の確認

監査実施日 実施中：令和６年１月 29 日～令和６年３月 10 日

監 査 対 象 実施中：情報システム 130 件程度の見込み

対 象 部 局 全部局

チェック項目
各システムの技術的セキュリティの実施状況

（ＩＤの管理、ファイアーウォールの設置・設定状況等）

項 目 名 内 容

監査テーマ 情報システムの管理に係るセキュリティ対策の改善状況の確認

監査実施日 令和６年３月上旬（予定）

監 査 対 象 人事給与システム、財務会計システム

対 象 部 局 デジタル戦略局電子県庁課・出納局会計支援課

6



(3) 令和５年度 部局別情報セキュリティ研修受講状況（Ｒ6.2.29 現在）

★ 警察本部、がんセンター、県立学校(教職員)は、独自にセキュリティ研修を実施

部 局 名 受講済数 対象職員数 受講率

知 事 直 轄 組 織 204 221 92.3%

危 機 管 理 部 121 122 99.2%

経 営 管 理 部 593 730 81.2%

く ら し ・ 環 境 部 311 319 97.5%

スポーツ・文化観光部 249 249 100.0%

健 康 福 祉 部 1,071 1,071 100.0%

経 済 産 業 部 1,512 1,535 98.5%

交 通 基 盤 部 729 1,156 63.1%

出 納 局 117 121 96.7%

企 業 局 122 127 96.1%

議 会 事 務 局 39 40 97.5%

人 事 委 員 会 事 務 局 20 20 100.0%

監 査 委 員 事 務 局 16 16 100.0%

労 働 委 員 会 事 務 局 6 6 100.0%

収 用 委 員 会 事 務 局 4 4 100.0%

教 育 委 員 会 事 務 局 271 280 96.8%

合　　計 5,381 6,067 88.7%
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（デジタル戦略局デジタル戦略課）

１ 概 要

国の「マイナンバーによる情報連携の正確性確保に向けた総点検（マイナンバー情報総

点検）」について、本県内では、障害者手帳情報など13の特定個人情報（県４情報、５市

町９情報）が点検対象とされ、点検対象の各情報について、原則として11月末までに、マ

イナンバーの紐付け状況や障害者手帳情報の紐付け状況の確認を行うこととされた。

２ 個別データ点検の結果

点検対象とされた特定個人情報において、県195件、熱海市１件の紐付け誤りが判明。

※ 当該紐付け誤りによる情報漏洩が確認された事案はない。

３ マイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライン

デジタル庁において再発防止対策としてマイナンバー登録に係る横断的なガイドライ

ンを策定。

４ 本県独自の個別データ点検

国のマイナンバー情報総点検において、個別データ点検の対象外とされた県の各事務に

ついて、独自に個別データ点検を行う。

対象は以下の19事務を想定。

マイナンバー情報総点検について

区 分 個別データ点検対象 紐付け誤り

静岡県
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、

自立支援医療（精神通院）
195件

市町（５市町）

静岡市、浜松市 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳 なし

富士市 身体障害者手帳 なし

熱海市、吉田町 所得・個人住民税 １件

項 目 内 容

①申請時のマイナンバー取得
・原則、申請時に本人又は代理人からマイナンバーの提供

を受ける。

②本人確認の確実な実施
・対面・オンライン、本人・代理人など申請に応じて適切

に本人確認を行い、なりすましや紐付け誤りを防止する。

③基本４情報による住基ネッ

ト照会

・マイナンバーの照会を行う際は、基本４情報（氏名・生

年月日・性別・住所）で照会し、適切に本人を特定し紐

付け誤りを防止する。

④定期的なマイナンバーの確

認の徹底

・更新時など本人の状況を確認する際、改めて本人からマ

イナンバーを取得し、紐付け状況を確認する。

・必要に応じて、個別データ点検等を実施する。

部 局 事 務

健康福祉部 15事務（難病患者支援、児童扶養手当、障害児福祉手当、生活保護 等）

経済産業部 １事務（職業転換給付金）

スポーツ・文化観光部 １事務（私立高等学校就学支援金）

教育委員会 ２事務（特別支援教育就学奨励費、学校保健安全法に基づく医療費援助）
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